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三次市役所 本庁舎 ６階 ６０５・６０６会議室 



 
（１）平成３０年度事業計画及び予算(案)について 

 

 

 ①平成３０年度三次市地域公共交通会議事業計画（案） 
 

事業名 事業内容等 

◎地域公共交通会議 
５回開催（予定） 

※必要に応じて幹事会を実施予定 

◎自家用有償旅客運送（さくぎニコニコ便）

の運行補助 

運行経費補助を実施 

※経費の一部は地域内フィーダー系統確保維持補

 助事業の対象として，国より補てんあり 

（補てんについては運行事業者に対して直接支給） 

◎三次市地域公共交通網形成計画の実施 

〇路線バス再編に関する検討 

〇市街地循環バスに関する検討 

〇市民バス再編に関する検討 

〇地域内生活交通検討会に関する検討 

〇利用促進策の検討（乗換環境，ダイヤ） 

〇高齢者運転免許自主返納支援事業の推進 

◎地域公共交通確保維持改善事業の活用 

〇地域公共交通確保維持改善計画（平成３１年度

～平成３３年度地域内フィーダー系統確保維 

持計画）の策定 

〇平成３０年度計画の事業評価の実施 

 

 

※ 三次市地域公共交通網形成計画の実施に関して，株式会社地域未来研究所中国四国事務所と 

実施支援業務の委託契約を締結することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議事項１ 

- 1 -



 ②平成３０年度三次市地域公共交通会議 予算(案) 

 

 

【歳入】 

区 分 平成 29 年度当初予算額 平成 30 年度当初予算(案) 差引増減 説 明 

負 担 金 5,988,000 5,988,000 0 三次市負担金 

繰 越 金 0 0 0 前年度繰越金 

預金利子 1,000 1,000 0  

雑 入 0 0 0  

合 計 5,989,000 5,989,000 0  

 

 

【歳出】 

区 分 平成 29 年度当初予算額 平成 30 年度当初予算(案) 差引増減 説 明 

会 議 費 476,000 476,000 0 
委員報酬 

交通会議×5 回，幹事会×3 回 

事 務 費 25,000 25,000 0 振込手数料 

事 業 費 5,488,000 5,488,000 0 

地域公共交通網形成計画実施

支援委託     （3,240,000 円）

自家用有償旅客運送運行補助   

           （2,248,000 円）

予 備 費 0 0 0  

合 計 5,989,000 5,989,000 0  
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（２）平成３０～３２年度地域内フィーダー系統確保維持計画の変更について 
 

  別紙「平成３０～３２年度地域内フィーダー系統確保維持計画（変更）」参照 

 

 

（３）備北交通「三次布野線」の系統廃止について 
 

 １．廃止となる系統（平成 30 年 3 月 30 日の運行をもって廃止） 

運行 

系統名 
運行事業者

運行系統 
系統キロ程

運行 

回数 
備考 

起点 終点 

900-71 備北交通㈱ 上布野 三次高校前 15.2km 0.5 回 平成 27 年 4 月 1 日 運行開始

 

２．系統廃止後の代替について 

停留所名 
現運行便 

（三次～布野線） 

廃止後代替 

（三次～作木線） 
停留所名 三城線 

三次工業団地 18:45 

南大下 

（三次高校最寄り）
18:38 

三次中央病院 18:52 

十日市南 18:57 

三次高校前 19:00 レ 

南畑敷町 19:01 レ 三次駅前 18:42 

上原西 19:03 19:00  

三次駅前 19:04 19:01 

三次中学校前 19:12 19:09 

ゆめランド布野 19:26 19:23 

上布野 
19:30 

（終点） 

19:28 

（伊賀和志行き） 

 

３．運賃の比較について 

  現行 

区間 現金運賃 PASPY 運賃 

三次高校 上布野 570 円 520 円 
 
  系統廃止後 H30.4.1～ 

 ①南大下から三城線 （乗換） 三次駅から作木線に乗車 

区間 現金運賃 PASPY 運賃  

南大下 三次駅 160 円 150 円 

三次駅 上布野 530 円 480 円 

合計 690 円 610 円 （PASPY 割引 630 円－乗継割引 20 円）

 
 ②十日市南から作木線に乗車 

区間 現金運賃 PASPY 運賃 

十日市南 上布野 610 円 550 円 

 

協議事項２・３ 

三次駅前で乗換
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（４）備北交通「敷名線」の系統・時刻変更及び通学定期上限運賃の設定について 
 

 １．これまでの経緯 

  三和地域から「通学時に利用しやすいバスダイヤ及び運賃」について意見・要望あり 

  平成 29 年 2 月 三和中学校保護者を対象に「高等学校への通学方法に関するアンケート」実施 

          アンケート結果を踏まえ，運行事業者（備北交通）と協議 

  平成 29 年 7 月 新ダイヤについて運行事業者・市から三和中学校ＰＴＡへ提案 

  平成 29 年 8 月 三和中学校・同 PTA との意見交換会実施 

          運行事業者（備北交通）と協議 

  平成 29 年 9 月 三和中学校保護者及び市内高校へ通学している三和町並びに国道３７５号沿線 

         （三和町方面）学生の保護者を対象に，通学方法・運賃に関するアンケート実施 

          アンケート結果を踏まえ，運行事業者（備北交通）と協議 

  平成 30 年 1 月 運行事業者（備北交通）から，バスルート，時刻及び運賃について提案 

 

 ２．変更となる系統 

運行 

系統名 
運行事業者 

運行系統 系統 

キロ程 

運行 

回数 
備考 

起点 経由地 終点 

906-63 備北交通㈱ 三和支所 廻神・中央病院 三次駅前 25.4km 2.0 回 時刻変更，通学定期運賃変更

906-81 備北交通㈱ 上田小跡 有原・塩町・南大下 三次駅前 27.8km 0.5 回 時刻変更，通学定期運賃変更

906-82 備北交通㈱ 上田小跡 廻神・中央病院 三次駅前 21.7km 2.5 回 系統新設，通学定期運賃変更

906-91 備北交通㈱ 三和支所 塩町・南大下 三次駅前 26.2km 2.5 回 系統新設，通学定期運賃変更

906-52 備北交通㈱ 敷名 志和地・中央病院 三次駅前 27.4km 4.0 回 通学定期運賃変更 

 

 ３．ルートについて 

  →別紙参照（当日配布） 

 

 ４．時刻について 

  →別紙参照（当日配布） 

 

 ５．高校生通学定期運賃について 

  1 か月の高校生通学定期運賃が 15,000 円を超える区間の運賃を，一律 15,000 円とする。 

  ※敷名線（志和地経由）の高校生通学運賃も同様（時刻変更はなし）。 

  →別紙参照（当日配布） 

 

 ６．変更予定日 

  平成３０年４月２日（月）の運行から 
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（５）君田町内バス路線の再編について 
 

 ① 備北交通「櫃田線」の路線廃止について 
 

 １．廃止する路線に係る系統 

運行 

系統名 
運行事業者 

運行系統 系統 

キロ程 

運行 

回数 
備考 

起点 経由地 終点 

901-62 備北交通㈱ 中野原 櫃田口・三次駅前 三次中央病院 27.2km 3.0 回 
系統廃止 

中野原～櫃田口間路線廃止 

 

 ２．廃止する路線 

  起  点 広島県三次市君田町櫃田３９５先 

  終  点 広島県三次市君田町泉吉田３１１－１先 

  廃止キロ ９．８ｋｍ 

  道路種別 県道４５６号線 

  管 理 者 広島県 
 

  ※詳細は【別紙】路線図のとおり（当日配布） 

 

 ３．廃止する路線に係る停留所 

  中野原，下中野原，二本谷，御所ヵ原，御所ヵ原橋，尾面坂，保育所前，寺原，宮原， 

  宮原板橋，君田発電所 

 

 ４．廃止予定日 

  平成３０年３月３１日 

 

 ５．廃止後の代替交通 

  三次市民バス君田町線を再編することで，中の原～櫃田口～三次の移動手段を確保する。 

  →協議事項５- ② 
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② 三次市民バス君田町線の路線再編について 
  

 １．路線再編に係る系統（現在運行中のルート） 

運行系統名 運行事業者 
運行系統 

系統キロ程 運行回数 
起点 終点 

君田 1 ㈲君田交通 藤兼川西 保健センター 5.9km （月～土） 0.5 回 

君田 2 ㈲君田交通 茂田（宮） 保健センター 18.4km （月～土） 0.5 回 

君田 3 ㈲君田交通 保健センター 中の原橋 29.3km （月～金） 0.5 回 

君田 3-1 ㈲君田交通 支所 中の原橋 28.6km （土） 0.5 回 

君田 4 ㈲君田交通 保健センター 茂田（宮） 20.4km （月～金） 0.5 回 

君田 4-1 ㈲君田交通 保育所 茂田（宮） 17.2km （土） 0.5 回 

君田 5 ㈲君田交通 茂田（寺） 櫃田口 28.1km （月・木） 0.5 回 

君田 6 ㈲君田交通 櫃田口 JA 40.5km （月・木） 0.5 回 

君田 7 ㈲君田交通 JA 茂田集会所 13.5km （月・木） 0.5 回 

君田 8 ㈲君田交通 森原記念碑 櫃田口 11.8km （月～土） 0.5 回 

君田 9 ㈲君田交通 JA JA 50.7km （火・金） 0.5 回 

君田 10 ㈲君田交通 しんぎょう峠 藤兼川西 12.5km （水） 1.0 回 

 

 ２．路線再編後の系統 

運行系統名 運行事業者 
運行系統 

系統キロ程 運行回数 
起点 終点 

君田 1 ㈲君田交通 茂田（宮） 君田支所 14.1km （月～土） 0.5 回 

君田 2 ㈲君田交通 保健センター 茂田（宮） 14.5km （月～土） 0.5 回 

君田 3 ㈲君田交通 茂田（宮） 保健センター 16.7km （月・木） 0.5 回 

君田 4 ㈲君田交通 保健センター 東入君 26.5km （月・木） 0.5 回 

君田 5 ㈲君田交通 中の原 JA 14.0km 

（月・水・木） 1.0 回

（火・金）   0.5 回

（土）      1.5 回

君田 6 ㈲君田交通 櫃田口 神之瀬プラザ 29.2km （火・金） 0.5 回 

君田 7 ㈲君田交通 JA JA 28.0km （月・水・木・土） 0.5 回 

君田 8 ㈲君田交通 櫃田口 JA 45.7km （火・金） 0.5 回 

君田 9 ㈲君田交通 保健センター 中の原 25.0km （月・水・木） 0.5 回

君田 9-1 ㈲君田交通 保健センター 神之瀬プラザ 27.5km （火・金） 0.5 回 

君田 10 ㈲君田交通 吉尾 保健センター 16.9km （水） 1.0 回 
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３．運賃について 

 １人１乗車につき１００円（三次市民バス運行条例による） 

 

４．運行ルートについて 

 【別紙】運行ルート図を参照（当日配布） 

 

５．運行ダイヤについて 

 【別紙】運行ダイヤ（案）を参照（当日配布） 

 

６．路線バスとの乗継について 

  中の原方面の市民バスについては，「東入君」停留所にて備北交通路線バス（下高野線・宮内線） 

 と相互乗換可 

 

７．変更予定日 

 平成３０年４月１日 

 

 

（６）君田交通「川の駅三次線」の車両に係る移動円滑化基準認定除外申請について 

 

 JR 三江線代替バス（川の駅三次線）を運行する㈲君田交通から，運行車両の導入に係る移動円滑

化基準認定除外申請についての協議依頼があった。 

 

１．車種 ／ 型式 

 三菱ふそうローザ ／ ＴＰＧ－ＢＧ６４０Ｇ 

 ※同型（類似）車両を予備車として申請する。 

 

２．使用の本拠の位置 

 三次市君田町東入君６８２－１ 

 

３．適用を除外する移動円滑化基準の条項及び内容 

 第３７条第２項第１号 乗降口の幅 ／ 第３７条第２項第２号 スロープ板 

 第３８条第１項 床面の高さ ／ 第３９条 車椅子のスペース 

 第４０条第１項 通路の有効幅 

 

４．認定を必要とする理由 

 運行する路線は，経路上に幅員が狭い区間が連続しており，車幅が２．１ｍ以下であって乗車

定員が２３人を超える車両を使用するため，移動円滑化基準への適合が困難であり，移動円滑化

基準適用除外認定の申請をするもの。 

 

その他）移動円滑化基準適用除外認定申請に係る資料は別紙のとおり（当日配布） 

協議事項６ 

- 7 -



 
（１）三次市地域公共交通網形成計画事業の進捗状況について 
 

三次市地域公共交通網形成計画事業（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［計画事業 1］路線バスの運行・改善 

 

 系統名 区 間 改廃日 備 考 

新

設 

作木線 ｸﾞﾘｰﾝﾛｰﾄﾞ大和・伊賀和志～三次 H30.4. 1 JR 三江線代替バス 

川の駅三次線 川の駅常清～三次駅前 H30.4. 1 JR 三江線代替バス 

式敷三次線 式敷駅～三次駅前 H30.4. 1 JR 三江線代替バス 

廃

止 

上下太郎丸線 上下～甲奴～太郎丸 H29.9.30 市民バス，ピースライナーで代替

三次布野線 三次高校～上布野 H30.3.30 作木線で代替 

櫃田線 中野原～三次中央病院 H30.3.31 市民バスで代替 

 

 ○全路線の収支率について 

  （別紙 平成 29年度系統別収支率 参照） 

 

［計画事業 3］市民バス等の運行・改善 
 

 ○市民バス作木町線の再編 

  利用実態を考慮し，現行 6ルートを 3 ルートに再編（平成 30 年 4 月 1日～変更予定） 

 

 ○市民バス君田町線の再編 

  →協議事項５ 

 

［計画事業 4］自家用有償旅客運送の運行支援 
 

 ○公共交通空白地有償運送「さくぎニコニコ便」の再編（案） 

  →当日配布 

 

 

報告事項１ 

計画事業 1．路線バスの運行・改善 

計画事業 2．市街地循環バスの運行・改善 

計画事業 3．三次市民バス等の運行・改善 

計画事業 4．自家用有償旅客運送の運行支援 

計画事業 5．三次市民タクシー制度の改善・利用促進 

計画事業 6．乗継環境の改善 

計画事業 7．地域内生活交通検討会の開催 

計画事業 8．公共交通の利用促進策の推進 

計画事業 9．高齢者運転免許自主返納支援の推進 
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［計画事業 5］三次市民タクシー制度の改善・利用促進 
 

 ○三次市民タクシー制度の改正（相乗りタクシー事業） 

  公共交通空白地の住民の利便性向上のため，三次市民タクシー制度の見直し，改正を実施 

  住民自治組織対象の説明会実施予定 

 

［計画事業 7］地域内生活交通検討会の開催 
 

 ○各地区の開催状況 

  →当日配布 

 

［計画事業 9］高齢者運転免許自主返納支援の推進 
 

 ○高齢者運転免許自主返納支援事業の申請状況（平成 29年 4月 1日～平成 30年 2月 1日まで） 
  

男女別 支援内容別 

男 112 タクシー利用助成券 145

女 75 パスピー 41

合計 187 無料利用者証 1

（人） 合計 187

（人）

 【参考】 

  H28.4.1～H29.2.1 の申請者数：148 人（昨年比 1.26 倍） 

 

 

（２）三次市民バス甲奴町線 一部停留所名及び位置の変更について 
 
 

 ○変更理由 

  三次市甲奴健康づくりセンター（愛称：ゆげんき）の開設に伴い，当該施設付近に既設の停留所

名と位置を変更し，利便性向上を図るもの。 

  【現行停留所名】老人福祉センター 

  【新停留所名】 三次市甲奴健康づくりセンター（ゆげんき）前 

 

 ○変更日時 

  平成 30 年 4 月 28 日（土） ※施設開設と同日 

完成イメージ
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（３）平成２９年度事業実績及び決算（見込）について 

 

 

 ①平成２９年度三次市地域公共交通会議事業実績（見込） 
 

事業名 事業内容等 

◎地域公共交通会議 

４回開催（予定） 

【開催状況】第１回 ６月２６日 

      第２回 ８月２９日 

      第３回 １２月８日 

      第４回 ２月２１日 

◎自家用有償旅客運送（さくぎニコニコ便）

の運行補助 

運行経費補助を実施 

※経費の一部は地域内フィーダー系統確保維持補

 助事業の対象として，国より補てんあり 

（補てんについては運行事業者に対して直接支給） 

◎三次市地域公共交通網形成計画の実施 

〇路線バス再編に関する検討 

〇市民バス再編に関する検討 

〇市民タクシー制度に関する検討 

 新制度（相乗りタクシー事業）に関する協議 

〇地域内生活交通検討会の実施 

 君田，作木，吉舎，三和，川西で検討会実施 

〇利用促進策の検討（乗換環境，ダイヤ） 

〇高齢者運転免許自主返納支援事業の推進 

◎地域公共交通確保維持改善事業の活用 

〇地域公共交通確保維持改善計画（平成３０年度

～平成３２年度地域内フィーダー系統確保維 

持計画）の策定 

〇平成２９年度計画の事業評価の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項３ 
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 ②平成２９年度三次市地域公共交通会議 収支決算（見込） 

 

 

【歳入】 

区 分 平成29年度予算額 決算見込額 差 引 説 明 

負 担 金 5,988,000 5,988,000 0 三次市負担金 

繰 越 金 0 0 0 前年度繰越金なし 

預金利子 0 16 16  

雑 入 1,000 216,000 216,000 
元気むらさくぎより，地域内フィーダ

ー系統確保維持補助金分の返金  

合 計 5,989,000 6,204,016 216,016  

 

【歳出】 

区 分 平成29年度予算額 決算見込額 差 引 説 明 

会 議 費 476,000 265,870 ▲210,130 
委員報酬 

会議室（交通観光センター）使用料

事 務 費 25,000 10,152 ▲14,848 振込手数料 

事 業 費 5,488,000 5,136,094 ▲351,906 

地域公共交通網形成計画実施支

援委託        （3,888,000 円）

自家用有償旅客運送運行補助    

            （1,248,094 円）

予 備 費 0 0 0  

合 計 5,989,000 5,412,116 ▲576,884  

 

 

 ※歳入（見込）総額 6,204,016 円 － 歳出（見込）総額 5,412,116 円 

               → 差額 576,884 円 （負担金を支出している三次市に返還） 
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